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要旨 

 

 人口減少が進む日本において、人口減少による消費・経済力の低下は地方都市の経済社会

に対して大きな負荷となることが予測されている。地方都市が自立した都市経営を行い地

域経済に好循環を確立させるためにも、地方都市が主体となって自らの強みを活かした取

り組みを行う地方創生が必要とされている。なかでも道の駅は、通過する道路利用者へサー

ビス提供の場として役割を担う他、地方創生と観光を加速する拠点として位置し、現在、全

国で道の駅の設置が進んでいる。数ある道の駅の中から先行事例を挙げることで他の道の

駅の目指すべき姿が明確となることから、道の駅の取り組みの成果をいくつかの段階に分

けモデル箇所とする選定を行った。そのうち全国モデルの道の駅は、地域活性化の拠点とし

て特に優れた機能を持続的に発揮していると認められるものであり、地域振興や雇用機会

の創出などの経済波及効果が大いに期待できると考えられる。これらの道の駅がもたらす

経済波及効果を分析することは、経済波及効果を高める上での道の駅の政策立案や政策評

価に効果的である。現在、需要増加・観光客増加・建設投資などに関する経済波及効果の研

究が盛んな一方、道の駅がもたらす経済波及効果を分析した研究は少ない。また、全国モデ

ルに認定されている道の駅を研究対象としたものは見られない。そこで本研究では、栃木県

産業連関表を用いて全国モデルに認定されている道の駅もてぎの経済波及効果を明らかに

する。分析の結果、道の駅を核とした 6 次産業を行っていることから農産物に関連した生産

誘発がみられ、数字として 906 百万円の経済波及効果、121 人の就業誘発をもたらすことが

示された。さらに、これらの効果は直接効果をもたらしていない産業までも波及しているこ

とが明らかとなり、道の駅もてぎは地域経済・雇用に好影響をもたらすと結論づけられた。 

 分析の結論を踏まえて、今後道の駅を活用した地方創生を行っていく上で、地域経済の現

状把握や有効的な地域政策を立案するためにも経済波及効果分析を行うことが重要である。

さらに分析結果を公表することにより、産業間の連関 

力が高まると考えられる。本研究では、茂木町ではなく栃木県産業連関表を用いたため、推

計された経済波及効果は茂木町ではなく栃木県にもたらされるものとなっている。より精

度の高い分析を行うためには、茂木町産業連関表を作成した上で分析を行う必要があるこ

とが課題として残されている。 
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第1章 序章 

 

1-1 背景 

 

 人口減少が進んでいる日本において、人口減少による消費・経済力の低下は日本の経済社

会に対して大きな負荷となることが予測されている。人口減少による消費・経済力の低下に

よって、地方都市へさまざまな影響が懸念されており、具体的には、日常生活を送る上で欠

かせない各種サービス産業の撤退・縮小、税収減・高齢化によって社会保障費が増加し地方

財政を圧迫することで行政サービス水準の低下、空き家や工場跡地などの増加による火災

発生の危険・地域の魅力度の低下、地域の交流の機会が減少、などが挙げられる（国土交通

省, 2015）。地方都市における消費・経済力を向上させ、これらの問題を解決に導くためにも、

地方創生が注目されている。地方創生とは、東京一極集中を避け地方の経済を豊かにし、好

循環を確立させようというものである。ここでは、地方都市と東京圏がそれぞれの強みを活

かして、日本全体を引っ張っていくことを将来の日本のあるべき姿として掲げている。第 2

次安倍晋三政権の政策の 1 つとして地方創生が挙げられた 2014 年以降、政府による推進活

動や規制緩和が行われている。地方創生に関する最新の施策は、2020 年に策定された戦略

を改訂した、まち・ひと・しごと創生基本方針 2021 であり、①稼ぐ地域をつくるとともに、

安心して働けるようにする、②地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつく

る、③結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④ひとが集い、安心して暮らすことができる

魅力的な地域をつくる、という 4 つの目標と、①多様な人材の活躍を推進する、②新しい時

代の流れを力にする、という 2 つの横断的な目標に加え、新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえた地方創生の今後の方向性が示されている。地方創生の根底には地方都市自らが

考案し責任をもって取り組むという考えがあるため、これらの施策を受け地方都市は自発

的な創生に向けた案を練る必要がある（内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局，2021）。 

地方創生を推進していくにあたり存在が再評価されているのが、道の駅である。道の駅の

始まりは、1990 年に行われた中国地域づくり交流会シンポジウムにおいて、出席者からの

鉄道のように道路にも駅があってもいいのではないのかという意見であるとされている

（松尾他, 2019）。その後、1991 年 3 月～1992 年 4 月にわたる仮設の休憩・案内施設を利用

した社会実験を実施し、1993 年に建設省によって、第 1 回道の駅登録証が 103 駅に交付さ

れた（松尾他, 2019）。第 1 回道の駅登録から現在に至るまで、道の駅は通過する道路利用者

へサービス提供の場として役割を担っている。道の駅には 3 つの基本コンセプトがあり、①

24 時間無料で利用できる駐車場やトイレを提供する休憩機能、②道路情報・地域の観光情

報・緊急医療情報などを提供する情報提供機能、③文化教養施設・観光レクリエーション施

設などの地域振興施設で地域交流を図る地域連携機能を果たすことを目的としている（国

土交通省, 2021a）。この基本コンセプトは、道の駅事業における第 1 ステージとされており、

1993～2012 年にわたり道路利用者が安心して休憩することが可能な場所を提供してきた。
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2013～2019 年において、道の駅事業は第 2 ステージに突入した。第 2 ステージでは道の駅

自体が目的地となり、まちの特産物や観光資源を活用してひとを呼び、地域にしごとを生み

出し、道の駅を核とした好循環を生む拠点に発展した。2020～2025 年からは、第 3 ステー

ジとなる。地方創生・観光を加速する拠点として多様な主体と連携し、新たな地域づくりに

貢献していくことを目的としている。第 3 ステージにおいては、2025 年に目指す道の駅の

姿として 3 つの目標が掲げられている。1 つ目は、道の駅を世界ブランドにするため、外国

人旅行客を視野に入れたサービスの展開が求められる。支払い方法のキャッシュレス対応、

全国道の駅連絡会による複数の道の駅が参加できる共通通販サイトの運営、トイレの洋式

化を始めとした衛生環境の改善が取り組まれている。2 つ目は、道の駅の基本コンセプトの

1 つである防災機能を強化し、新・防災道の駅が全国の安心拠点となることである。3 つ目

は、あらゆる世代が活躍する舞台である地域センターとなる事である。ベビーコーナーを設

置するといった子育て応援施設の設置、道の駅と民間企業のマッチングプロジェクトの開

催、大学などとの連携によるインターンシップや実習の開催がされている。第 3 ステージに

おいて様々な取り組みがなされる中、千葉県南房総市に位置する道の駅とみうらと栃木県

芳賀郡茂木町に位置する道の駅もてぎにおいて、2022 年 8 月～2023 年 3 月にかけて、道の

駅の安定運営と地域全体の発展の実現方策を探求するモデルプロジェクトが行われている。

このプロジェクトは、利用実態を動的ビッグデータなどにより把握・分析し、得られたノウ

ハウを全国展開することを目的としている。このように、道の駅は現状に満足せず利用者・

地域に貢献する想いから、様々な進化を遂げてきている（国土交通省, 2022a）。道の駅を活

用した地方創生の取り組みは、2015 年に第 7 回日本マーケティング賞を受賞し、この結果

から、道の駅の制度が人々の生活の質を向上させ、さらには経済・社会の活性化に有効的で

あることを示された。2022 年 8 月までの時点で、全国で 1,198 駅が登録されており、増加の

一途をたどっている（松尾他, 2019）。 

道の駅を地方創生の拠点として位置づけ地方創生事業を促進させるにあたり、今後の更

なる機能発揮の支援を目的として、国土交通省が中心となり 2022 年 11 月までの時点で 200

の道の駅がモデル箇所として選定されている。200 の道の駅は、①全国モデル、②特定テー

マ型モデル（住民サービス部門・地域交通拠点部門）、③重点道の駅、④重点道の駅候補と

いった 4 つに分類されており、地域外から活力を呼ぶゲートウェイ型と域の元気を創る地

域センター型の道の駅を目指していく方向性として定めている（表 1-1、図 1-1）。このよう

に先行事例を明示することで、他の道の駅の目指すべき姿が明確となり、全国の道の駅の発

展が促進されると考えられている（松尾他, 2019）。 
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表 1-1 モデル箇所の分類 

種類 数 評価内容 

全国モデル 6 駅 地域活性化の拠点として、特に優れた機能を持続的に発

揮していると認められるもの 

特定テーマ型モデル 13 駅 特定のテーマ（住民サービス部門・地域交通拠点部門）

について、道の駅の質的向上に資する全国の模範となる

取組を行い、その結果が認められるもの 

重点道の駅 103 駅 地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点

支援で効果的な取組が期待できるもの 

重点道の駅候補 78 駅 地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域での

意欲的な取組が期待できるもの 

 

出典：国土交通省（2022c）を基に筆者が作成 

 

図 1-1 道の駅の型式別機能 

 

出典：国土交通省（2014）より引用 

 

 ゲートウェイ機能と地域センター機能を合わせもつ道の駅として、道の駅第 3 ステージ

モデルプロジェクトが行われている道の駅もてぎが挙げられる。同道の駅は 1996 年に栃木

県初の道の駅として登録された。1986 年に発生した台風 10 号を受け茂木町では河川改修が

行われ、その中で生まれた土地を有効活用し茂木町の魅力を発信するべく建設されたとい

う背景がある。周囲には、モビリティリゾートもてぎや SL が走行する真岡鐵道といった観

光地が存在しており、他の観光地とのアクセスポイントとしてゲートウェイ機能を果たし

ている。既往災害の教訓から建設された防災館に加え、地元農家からの農作物の全量買い取

りを行い道の駅内で加工・生産を行うことから、道の駅を核とした 6 次産業化にも努めてお

り、地域センター機能を果たしている（石川他, 2015）。6 次産業とは、1 次産業である農林

漁業、第 2 次産業である製造業、第 3 次産業である小売業などの総合的かつ一体的な推進
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を図り、農山漁村に由来する地域資源を活用し、新たな付加価値を生み出すことである。さ

らに、付加価値のより多くの部分を農山漁村地域に帰属させ、地域内の雇用と所得を確保す

ることを目的している（農林水産省, 2014）。これらゲートウェイ機能と地域センター機能を

兼ねることで、地域振興や雇用機会の創出などの経済波及効果が大いに期待できると考え

られる。 

 

1-2 先行研究 

 

 これまで、需要増加や観光客増加、建設投資などによる経済波及効果は、産業連関表や聞

き取り調査などを用いて分析・評価がされてきた。 

需要増加による経済波及効果分析の研究として、安田（2002）、神馬他（2010）、友國（2018）、

松尾（2019）、森井他（2020）などがみられる。安田（2002）は、映画館の経済波及効果お

よび経済波及効果を決定する要因を明らかにするため、総務省から公表されている産業連

関表を用いて分析を行った。その結果、経済波及効果の大きさを決定する要因は中間投入率

であることが示された。一般的に 3 次産業は中間投入率が低い傾向があるが映画館は中間

投入率が大きいため、映画館の経済波及効果は大きいと明らかにした。神馬他（2010）は、

青森県において景気浮揚のための代表的な政策である公共事業以上に、高齢化が進む中で

拡大が不可欠である社会福祉事業への支出が景気浮揚につながるかを明らかにするために、

青森県産業連関表を用いて生産波及効果と雇用創出効果をそれぞれ比較分析した。その結

果、生産波及効果と雇用創出効果の両方からみても、社会福祉事業への租税投入による効果

は公共事業を大きく上回ったことが示された。そして、短期的な景気浮揚のための公共支出

の配分において、社会福祉事業も選択の 1 つとなり得ると結論づけた。友國（2018）は、岩

手県の観光地に立地する農産物直売所における課題を明らかにし、市町村単位の産業連関

分析を作成し、特産品の販売拡大に向けたシナリオが町にもたらす経済波及効果を推計し

た。その結果、直売所における特産品の販売が地域の農業生産へ高い生産誘発をもたらす一

方で、冬季の観光入込客数減少による販売額と利用客数のという課題が明らかになり、観光

施設と連携したイベントの実施による集客数の向上や、特産品販売を強化する必要がある

としている。松尾他（2019）は、兵庫県の 7 地域における道の駅の経済波及効果を明らかに

するため、分析を行う上で付随する情報の聞き取り調査と産業連関表を用いて経済波及効

果を推計した。その結果、地域供給を基本とする農水産物と温泉施設の経済波及効果倍率が

高いことが示され、域内供給を重視する未知の駅の経営方針が道の駅の地域に対する経済

波及効果倍率を高めることに繋がると明らかにした。森井他（2020）は、多摩産材の利用に

よる地域経済への影響を把握するため、東急池上線戸越銀座駅木造駅舎改修事業を対象に、

分析を行う上で付随する情報の聞き取り調査、現地調査および東京都、福島県、その他 45

道府県をまとめた産業連関表を用いて経済波及効果を推計した。その結果、同事業による経

済波及効果は東京都内よりも東京都外に多く生じたことが示され、同部門に生じる経済波
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及効果を高めるためには、同部門の生産を直接的に誘発する施策を検討することが望まし

いとした。一方で、木材利用推進による環境および経済への貢献は国全体の目標であること

から、福島県や 45 道府県を含めた視点からは、全国の経済活性化に寄与していると考えら

れ、周辺地域に生じる効果も評価に加える必要があるとしている。 

観光客増加による経済波及効果分析の研究として、小川（2014）と兵法他（2020）などが

みられる。小川（2014）は、岐阜県大垣市にて開催されるイベントについて、分析を行う上

で付随する情報の聞き取り調査と岐阜県産業連関表を用いて経済波及効果を推計した。そ

の結果、イベント開催費用の約 59 倍もの経済波及効果をもたらしていることが示された。

経済波及効果を高めるためには、需要を増加させる、また、利益の域外流出を防ぐために地

域の自給率を高めることが必要であるとしている。兵法他（2020）は、和歌山県にて開催さ

れた健康に関する啓発イベントについて、総務省が公表する産業連関表を用いて推計し、和

歌山県産業連関表の影響力係数と自給率を用いて経済波及効果を可視化した。その結果、イ

ベントを設計する際に自給率や影響力係数の大きい産業に着目することで、地域への経済

波及効果が期待できると示した。さらに、イベントに複数の事業を補完的に繋げることで、

両方の取組みに住民参加を促すことが可能となり効果的な事業実施に繋がると結論づけた。 

入江（2019）は、2 府 8 県におよぶ関西地域間産業連関表と各府県の地域内産業連関表を

用いて、建設投資と各府県の主要産業による経済波及効果の漏出の程度を分析した。その結

果、地域内表と地域間表の自地域に対する経済効果を比較することで、他地域に与えた経済

効果が再び自地域に跳ね返ってくる経済波及効果の分だけ地域間表における波及効果が大

きくなることを示した。 

 入江（2022）は、各都道府県の産業連関表を用いて産業別産業誘発効果を推計し、推計結

果をクラスター分析することで都道府県の類型化を行った。その結果、類型化の基準として

各県の自給率が大きく影響していることが示された。さらに、産業部門別では、石油・石炭

部門、窯業・土石製品部門、鋼鉄部門、運輸・郵便部門、対事業所サービス部門での生産誘

発額が類型化の結果に影響していることが明らかとなった。 

 以上のように、需要増加、観光客増加、建設投資などによる経済波及効果は、産業連関表

や聞き取り調査などにより先行研究がなされている。しかし、道の駅の経済波及効果を分析

する研究は少なく、本研究で扱う道の駅もてぎを例にした研究も見られない。松尾他（2019）

は兵庫県における 13 の道の駅を対象に経済波及効果を分析したが、ここには全国モデルの

道の駅は含まれていない。また、分析を 1 駅単位でではなく地域単位で行っているため、1

つの道の駅がもたらす経済波及効果が明らかになっていない。地方創生の拠点として位置

する道の駅の有効性を検証し、経済波及効果を分析することで、地方都市における消費・経

済力の向上に向けた効果的な政策を理解することができる。なかでも、全国モデルに選出さ

れている道の駅に着目することで、他の道の駅の政策評価の指標となり、地方創生事業の拡

大を図る面から重要である。そこで本研究では、道の駅もてぎがもたらす経済波及効果を産

業連関分析により明らかにする。 
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1-3 目的・意義 

 

 本研究の目的は、産業連関表を用いた分析により、全国モデルに選出されている道の駅も

てぎがもたらす経済波及効果を明らかにすることである。さらに、分析結果に基づき、同道

の駅がもたらす経済波及効果を高めていくための提案を行う。 

 本研究の意義は、全国モデルに認定されている道の駅もてぎの経済波及効果を明らかに

し、他の道の駅の政策評価の指標となり、地方創生事業の促進に寄与することである。道の

駅もてぎはゲートウェイ機能と地域センター機能を兼ね備えており、道の駅を核とした地

方創生を促進していく上で、示唆するものが多いのではないかと考える。 

 

1-4 論文の構成 

 

 本論文の構成は以下の通りである。 

 第 2 章では、茂木町と道の駅もてぎの概要について述べる。第 3 章では、研究方法につい

て述べる。第 4 章では、分析結果を示し、その分析から得られた結果を考察する。そして第

5 章では、本研究の結論について述べる。 
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第 2 章 茂木町と道の駅もてぎ 

 

本章では茂木町の概要と地方創生に対する取り組み姿勢、道の駅もてぎの概要について

述べる。 

 

2-1 茂木町の概要 

 

 茂木町は、栃木県芳賀郡に属する人口約 11,000 人、面積約 170 km2の町である（図 2-1）。

東北自動車道と常磐自動車道の中間に位置し、北関東自動車道の開通によりさらにアクセ

スが良くなった。付近には、モビリティリゾートもてぎ（旧ツインリンクもてぎ）、SL が走

る真岡鐵道、大瀬観光やなといった観光地があり、日本のみならず世界から人々が訪れてい

る。戦後のたばこ産業で栄えた 1947 年当時の人口は約 32,000 人とピークを迎えたが、社会

情勢の変化やたばこ産業の衰退を経て、茂木町の人口減少が始まった。近年は、若者の町外

への流出、晩婚化や晩産化、少子化が拍車をかけている（図 2-2）（茂木町役場, 2015）。茂木

町の観光客入込客数の推移について、2019～2021 年にかけて新型コロナウイルスの影響に

より減少しているが、それ以前までは右肩上がりである（図 2-3）。2021 年の地目別土地面

積について、田・畑・山林・原野・雑種地の土地面積合計が総面積の半数を占め、うち 32%

が山林である（茂木町役場, 2021）。2015 年の茂木町の産業別就業人口の割合をみると、第

1 次産業が 13%、第 2 次産業が 29％、第 3 次産業が 56％である。全国では、第 1 次産業が

4%、第 2 次産業が 24％、第 3 次産業が 72％となっており、茂木町は第 1 次産業が全産業に

占める割合がとても高い。2020 年の農業出荷額は 6,730 百万円であり、上位 3 部門は鶏卵

が4,500万円、次いで野菜が870百万円、米が610百万円となっている（総務省統計局, 2022）。 

 

図 2-1 茂木町と道の駅もてぎの所在 

 

出典：Google Maps（2022）を基に筆者が作成 
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図 2-2 茂木町の人口の推移 

 

出典：総務省統計局（2022）を基に筆者が作成 

 

図 2-3 茂木町の観光入込客数の推移 

 

出典：栃木県庁（2021c）を基に筆者が作成 

 

 国が地方創生に取り組む上で 2014 年に策定したまち・ひと・しごと創生総合戦略を受け、

茂木町では 2015 年に、茂木町における人口の将来展望に係る茂木町人口ビジョンと、地方

創生の取組の方向性を示す第 1 期茂木町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定した。人口

の将来展望に係る茂木町人口ビジョンにおいて、茂木町が目指す将来の目標人口を 2040 年

の時点で、9,000 人としている（茂木町役場, 2015）。具体的な人口政策を掲げている第 1 期

茂木町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、①人と仕事における好循環を確立させ、

安心して働き続けることのできる町をつくる、②U・I・J ターン者を始めとした地方への定

住移住を促進させ、安心して移住・定住のできる町をつくる、③年少人口増加を目指すため

安心して出産・子育てのできる町をつくる、④高齢者にも優しく安心して暮らし続けること
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のできる町をつくるといった 4 つの事項を基本目標としていた。①の目標における施策の

結果として、道の駅内に新店舗がオープンし、新たな加工工場が整備されたことから、道の

駅もてぎを中心とした雇用の場づくりができたと公表されている（茂木町役場, 2020）。2022

年現在は、第 1 期の検証結果を受け、第 2 期茂木町まち・ひと・しごと創生総合戦略が取り

組まれている。同戦略の取り組み期間は 2020～2024 年であり、基本目標は第 1 期から変更

せず、新たな施策が掲げられている。①の目標における施策として、道の駅もてぎのリニュ

ーアル化が挙げられている。隣接地に新設されるホテルとの連携など、更なる機能強化を図

ることを目的としている。2021 年度には、隣接する河川公園の土地占用可否について県と

協議、チーズ工房など新たな事業展開のための先進地を視察し、道の駅を核とした地域活性

化に常に取り組んでいる（茂木町役場, 2021）。 

 

2-2 道の駅もてぎの概要 

 

 道の駅もてぎは、茂木町に位置する栃木県で最初に道の駅として登録された駅である。近

くには国道 123 号線が通っており、道路利用者サービス提供の場として役割を担っている。

また、真岡鐵道・茂木町駅より徒歩 12 分、JR バス関東・笠間道停留所からは徒歩 2 分と、

公共機関でのアクセスも良い。1996 年に道の駅として登録されてからは、同道の駅の売り

上げ・入込客数はおおよそ右肩上がりである。新型コロナウイルスの流行により、売り上げ・

入込客数は減少傾向であるが、全国モデルの道の駅として選定された翌年の 2016 年に売り

上げが 1,061 百万円を達成し、開駅 20 年で約 10 倍の成長を遂げた（図 2-4）。同道の駅内に

は様々な施設が存在し、試行錯誤を重ね現在の形となっている（図 2-5）。関連施設として、

茂木町の特産品である柚子などをジャム・ドレッシングに加工を行う茂木町特産品加工工

場（通称手づくり工房）、茂木町産コシヒカリの米粉・卵を使用した洋菓子の製造を行う茂

木町特産品加工施設（通称バウム第 2 工場）、茂木町図書館内にあるカフェ・ラパンセ、観

光農園である美土里農園が存在する。現在の運営は第 3 セクターの株式会社もてぎプラザ

が行っている。これにより、民間企業の効率性を備えつつ、長期にわたる事業経営を担保す

る公共性を確保することが可能となり、道の駅もてぎのリニューアル化を含め、新たな商

品・施設の開発が積極的に行われている。同道の駅では、地元農家から農作物の全量買い取

りを行い、他にも、町内産の米粉と卵を使用したバウムクーヘンを開発し、地産地消に貢献

している。また、加工品の売り上げ増加に伴い、第 2 工場を設立し、地域の雇用機会の拡大

に寄与した。2013～2017 年において雇用者数が 4 名から 34 名に増加し、2016 年には柚子

だけでなく、いちご・ブルーベリー・エゴマ・りんご・梅・米まで全量買い取りを拡大し、

地元農家の所得向上に貢献した。同年には、株式会社もてぎプラザ・茂木町・地元農業者の

出資により農業組合法人である株式会社美土里農園が設立され、道の駅への農産物の供給

や新規就農希望者の受け入れを行うなど、高齢化による将来的な農作物の供給不足に対応

をとった。これらの取り組みが道の駅を核とした第 6 次産業を通じた雇用機会の拡大に繋
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がったと評価され、2018 年に農林水産省が主催する第 5 回ディスカバー農山漁村の宝にお

いて、グランプリを受賞した（農林水産省, 2018）。ディスカバー農山漁村の宝とは、強い農

林水産業や美しく活力のある農山漁村の実現に向け、農山漁村が有する可能性を引き出す

ことにより地域活性化・所得向上に取り組む事例を選定し、他の都市における地域活性化の

取り組みの促進を目的としている。防災に関する取り組みとして、2004 年に発生した新潟

県中越地震以降、道の駅の防災機能が注目されており、同道の駅では 1986 年に発生した台

風 10 号による洪水の教訓から、同道の駅内に防災啓発のために防災館を設置している。 

 

図 2-4 売上実績と入込客数の推移 

 

注：株式会社もてぎプラザ・茂木町商工観光課（2022）を基に筆者が作成 

 

図 2-5 道の駅もてぎ施設内マップ 

  

出典：道の駅もてぎ 株式会社もてぎプラザ（2022）より引用  
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第 3 章 研究方法 

 

 本研究では、道の駅もてぎの 2021 年度における売上データと産業連関表を用いて、同道

の駅の経済波及効果を分析・考察する。売上データは実際に道の駅で販売された金額であり、

別業者宛に材料を卸した金額は計上されていない。なお、今回は「平成 27（2015）年栃木県

産業連関表『経済波及効果簡易試算ツール』『需要増加』ファイル」（以下、試算ツールと略

す）（栃木県庁, 2020a）を使用しており、ここで試算される経済波及効果は茂木町内ではな

く、栃木県内にもたらされるものであることには注意が必要である。 

 

3-1 産業連関表の見方 

 

 産業連関表とは、1936 年にアメリカの経済学者ワシリー・レオンチェフによって考案さ

れた統計表である。現在では国際標準に基づいて世界各国で作成されており、日本では 1955

年以降、栃木県では 1990 年以降、原則 5 年ごとに作成されている。一定の地域内における

財やサービスの取引の規模を、1 年間の取引額を用いて一覧化したもので、それぞれの産業

がどのように関連し合っているかを知ることが可能である。この特徴を活かして、産業連関

表は主に①経済構造の把握、②経済機能の把握と経済動向の予測、③政策などの経済波及効

果の測定の際に活用される。①に関して、産業連関表には各産業の総生産額に加え、他産業

による原材料としての購入、家計などによる消費、県外への移出といった需要先別の販売額

と、生産をするにあたっての原材料、人件費などの投入内容などが具体的な金額で記載され

ている。そのため、調査対象地域における販路構成や費用構成など、表作成時の経済構造を

様々な面から読み取ることが可能である。②に関して、①で得られた数値を用いることによ

り、各産業における最終需要の変化が調査対象地域の各商品の生産や移入・輸出などにどの

ような影響をおよぼすかを定量的に明らかにすることが可能である。これにより、需要変化

による雇用の増減、業界動向の予測、政策立案時などに使用される。③に関して、②の方法

を応用して財政支出・公共投資、イベントの開催や観光政策による経済波及効果の分析にも

用いられる（栃木県庁, 2020b）。 

 産業連関表には取引基本表と、取引基本表に記載された金額から算出することができる

各種の係数表が存在する。取引基本表とは、部門ごとに商品の販売額・原材料投入額などを

金額で一覧化したものである。構成として、大きく分けて、産業間の取引額を表す内生部門

（A）、家計などへ最終的な販売額を表す最終需要部門（B）、人件費などの原材料以外の費

用を表す粗付加価値部門（D）に分かれている。販売額すなわち需要額（C）と各産業の生

産額すなわち供給額（E）は部門ごとに一致する（図 3-1）。取引基本表における金額は、生

産者価格で示されている（栃木県庁, 2020b）。 
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図 3-1 取引基本表の構成と見方 

 

出典：栃木県庁（2020b）より引用 

 

取引基本表の列方向の数値は、総生産額に対する比率を示したものであり各部門ごとの

合計は全て 1 となる。この比率が費用構成の内訳となっており、商品を生産する種の原材

料・人件費・設備などがどの程度投入されたかを表すため、投入係数と呼ばれている。この

比率を用いることで、各部門の生産が 1 単位増加したとき、その生産に必要な各要素がどれ

だけ増加するかを予測することが可能である（栃木県庁, 2020b）。 

行方向の数値は、ある部門の最終需要が 1 単位増加したときに各部門の生産がどれだけ

増加するかという、需要の増減による波及効果を示す係数であり、逆行列係数と呼ばれてい

る。投入係数が 1 つの部門の生産額 1 単位分に対する増加率だけを示すのに対し、逆行列

係数は連鎖的に発生する生産増加分の累積をすべて総計した予測値である。逆行列係数表

では、列方向では影響の与えやすさを示し、縦方向では影響の受けやすさを意味する。移出

入・輸出入といった県際収支を反映した開放型逆行列係数と県際収支を反映しない閉鎖型

逆行列係数が存在し、算出する行列式を用いて、それぞれ(𝐈 − (𝐈 − 𝐌)𝐀)−𝟏型、(𝐈 − 𝐀)−𝟏型

とも呼ばれる（栃木県庁, 2020b）。 

最終需要項目別生産誘発表では、家計外消費支出や民間消費支出などの最終需要部門の

それぞれの項目が各行部門に対していくらの生産を誘発したかを計算することが可能であ

る。最終需要項目の需要が 1 単位増加したときに、各産業の生産を何割増加させるのかの比

率を示したものが、最終項目別生産誘発係数表となっている。また、各産業からみて生産の

増減がどの需要項目に依存しているかの比率を示したものが、最終需要項目生産誘発依存

度表となっている（栃木県庁, 2020b）。 

 最終需要項目別付加価値誘発表では、生産誘発額のうち営業余剰や雇用者報酬などの付
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加価値額のみを示している。最終需要項目 1 単位の増加に対し、付加価値額がどれだけ増加

するかという係数を示したものが、最終需要項目別付加価値誘発係数表となっている。各需

要項目に対する依存の比率を示したものが、最終需要項目別付加価値誘発依存度表となっ

ている（栃木県庁, 2020b）。 

 最終需要項目別移輸入誘発額表では、最終需要部門の項目が県外からの移入・輸入をどれ

だけ誘発したか示している。最終需要項目 1 単位の増加に対し、移輸入額がどれだけ増加す

るかという係数を示したものが、最終需要項目別移輸入誘発係数表となっている。移入・輸

入の各需要項目に対する依存の比率を示したものが最終需要項目別移輸入誘発依存度とな

っている（栃木県庁, 2020b）。 

 雇用表では各種の就業者・雇用者の人数を示している。この表と産業連関表の数値を用い

ることで、各産業ごとに生産額の増加によって労働力がどれだけ必要になるかという係数

を算出することができ、就業係数表および雇用係数表にて示されている。ある部門の需要 1

単位が増加することによって、最終的に全産業においてどれだけの就業者・雇用者が新たに

増加するのかという係数を示したものが、就業誘発係数表および雇用誘発係数表となって

いる。なお、就業誘発係数および雇用誘発係数は、逆行列係数と同様に移輸入を考慮した開

放型と考慮しない閉鎖型が存在する（栃木県庁, 2020b）。 

 

3-2 産業連関表用いた経済波及効果の推計 

 

特定の事業などによってある部門に消費や投資などの最終需要が発生したときに、その

産業部門の生産を誘発するとともに、原材料などを生産する他の産業にも次々と需要が発

生する。この生産活動により発生した雇用者所得は、消費支出となり新たな需要・生産・雇

用が誘発される。このように、ある経済活動の影響が地域内の経済全体に波及していくこと

を経済波及効果と呼ぶ（栃木県庁, 2020b）。経済波及効果には、直接効果や第 1 次波及効果

（直接効果＋第 1 次間接波及効果）、第 2 次波及効果が存在する。 

直接効果（𝐗）とは、特定の事業などの直接的な消費・投資によって誘発される生産額を

指す（栃木県庁, 2020b）。需要増加額に自給率を乗じることで、式（1）により推計される（入

江, 2019）。 

 

𝐗 = (𝐈 −𝐌)𝐅               （1） 

𝐈：単位行列、𝐌：移輸入率（対角行列）、𝐗：生産額、 𝐅：最終需要額 

 

 

 

 

 



１４ 

 

第 1 次波及効果（𝐗𝟏）とは、直接効果によって誘発された生産の中間投入に伴い、関連産

業において誘発される生産額を指す（栃木県庁, 2015b）。式（1）にレオンチェフ逆行列係数

（開放型）を乗じることで、式（2）より推計される（入江, 2019）。 

 

𝐗𝟏 = [𝐈 − (𝐈 − 𝐌)𝐀]−𝟏(𝐈 −𝐌)𝐅          （2） 

𝐀：投入係数 

 

第 2 次波及効果（𝐗𝟐）とは、直接効果と第 1 次波及効果によって増加した雇用者所得が

家計から支出され、民間消費支出が増加することによって誘発される生産額を示す（栃木県

庁, 2015b）。式（1）と式（2）に雇用者所得率を乗じ、得られた結果に平均消費者性向・民

間消費支出の構成比・レオンチェフ逆行列係数（開放型）を乗じることで、式（3）より推

計される（入江, 2019）。 

 

𝐗𝟐 = [𝐈 − (𝐈 − 𝐌)𝐀]−𝟏(𝐈 −𝐌)𝐂𝐏𝐖𝐅        （3） 

𝐂：民間消費支出の構成比、𝐏：平均消費者性向、𝐖：雇用者所得率 

 

経済波及効果すなわち総合効果（𝐗∗）とは生産誘発額の合計である（栃木県庁, 2015b）。

式（1）・式（2）・式（3）をそれぞれ足すことで、式（4）より推計される（神馬他, 2010）。 

 

𝐗∗ = 𝐗 + 𝐗𝟏 + 𝐗𝟐             （4） 

 

粗付加価値誘発額（𝐕∗）とは、生産誘発額のうち減価償却費を含む各部門の生産活動によ

って新たに生み出された額を示す（栃木県庁, 2015b）。式（4）に粗付加価値率を乗じること

で、式（5）より推計される（神馬他, 2010）。 

 

𝐕∗ = 𝐗∗𝐕               （5） 

𝐕：粗付加価値率 

 

 雇用者誘発額（𝐖∗）とは、生産誘発額のうち雇用者の労働の報酬として支払われた額を

示す（栃木県庁, 2015b）。式（4）に雇用者所得率を乗じることで、式（6）より推計される

（神馬他, 2010）。 

 

𝐖∗ = 𝐗∗𝐖              （6） 

𝐖：雇用者所得率 

 

就業誘発数（𝐋∗）とは、生産活動によって新たに生み出された就業者数を示す。式（4）
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に就業係数を乗じることで、式（7）より推計される（神馬他, 2010）。 

 

𝐋∗ = 𝐗∗𝐋               （7） 

𝐋：就業係数  

 

 経済波及効果倍率（𝐗∗∗）とは、総合効果が需要増加額の何倍かを示す（八木, 2020）。式

（4）を需要増加額で除することで、式（8）より推計される（栃木県庁, 2020b）。 

 

𝐗∗∗ = 𝐗 ∕ 𝐅              （8） 

 

 需要が増加した際の影響の与えやすさを示す影響力係数と、影響の受けやすさを示す感

応度係数をみると、生産の誘発に関する相互依存の度合いによる他産業との結びつきの強

弱を知ることができる（栃木県庁, 2020b）。 

 

3-3 経済波及効果簡易試算ツール 

 

 本研究で用いた経済波及効果簡易試算ツールは、栃木県庁が公開している県内の産業間

の取引関係・経済波及効果を推計するための産業関連表（37 部門）を利用して、県内の経

済波及効果を簡単に試算することが可能である（表 3-1）（栃木県庁, 2020a）。試算ツールを

構成する需要増加ファイルを用いることで、県内の消費・投資などの需要増加による一般的

な県内への経済波及効果を求められる（栃木県庁, 2020b）。試算ツールは、需要増加額を各

産業部門の該当する欄に入力する入力項目と、入力項目に従い計算される出力項目や計算

過程で必要となる係数が記載されており、全 13 種類のワークシートで構成されている。 

 分析にあたり、①分析の対象の事業などの実施による需要増加額、②生産者価格・マージ

ン率、③県内からの調達額・移輸入率・自給率、④消費転換率の数値が必要となる。 ①に

ついて、今研究で用いる需要増加額は、栃木県茂木町役場の担当者からの聞き取り調査によ

って得た。②について、産業連関表の数値は、全て小売業者や運輸業者の利潤である商業マ

ージンや運輸マージンを除いた生産者価格に基づき推計を行っているため、これらのマー

ジンを差し引いた生産者価格に戻した上で分析を行う必要がある。試算ツールでは、各マー

ジン率を総務省が公開している 2015 年度産業関連表より算出している。③について、購入

された財・サービスには、県外からの移入によるものも含まれている場合があるため、分析

を行う上で、県内からの調達額を抽出する必要がある。試算ツールでは、産業連関表に記載

されている各部門の総生産額と移入額を基に移輸入率や自給率を算出している。④につい

て、生産誘発によって雇用者所得が増加しても、家計において、全てが支出に回るのではな

く一部は貯蓄に回される。そのため、雇用者所得に家計における所得に対する消費額の比率

を乗じる必要がある。試算ツールでは、通常、試算テーマ年の宇都宮市の消費者転換率を使
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用することとなっているため、該当する数値を使用する（栃木県庁, 2020b）。 

 

表 3-1 道の駅もてぎ 需要増加額 

37 部門 

需要増加額 

購入者価格 

県内産・県外産の区分不明 

（百万円） 

県内産のみ 

（百万円） 

農林漁業 0 302 

鉱業 0 0 

飲食料品 23 358 

繊維製品 1 1 

パルプ・紙・木製品 2 0 

化学製品 0 0 

石油・石炭製品 0 0 

プラスチック・ゴム製品 0 0 

窯業・土石製品 0 0 

鉄鋼 0 0 

非鉄金属 0 0 

金属製品 0 0 

はん用機械 0 0 

生産用機械 0 0 

業務用機械 0 0 

電子部品 0 0 

電気機械 0 0 

情報通信機 0 0 

輸送機械 0 0 

その他の製造工業製品 5 1 

建設 0 0 

電力・ガス・熱供給 0 0 

水道 0 0 

廃棄物処理 0 0 

商業 0 1 

金融・保険 0 0 

不動産 0 0 

運輸・郵便 0 0 

情報通信 0 0 



１７ 

 

公務 0 0 

教育・研究 0 0 

医療・福祉 0 0 

他に分類されない会員制団体 0 0 

対事業所サービス 0 0 

対個人サービス 0 0 

事務用品 0 0 

分類不明 17 0 

出典：（栃木県庁, 2020a）より筆者作成 
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第 4 章 分析結果・考察 

 

 本章では、経済波及効果の分析結果と各結果に対する考察を述べる。 

 

4-1 経済波及効果の分析結果 

 

 分析の結果、道の駅もてぎが栃木県にもたらす県内需要額は 685 百万円であった。県内需

要による生産誘発額の合計である経済波及効果は 906 百万円という結果が得られた。その

内訳をみると、県内需要と等しい直接効果は 685 百万円、直接効果によって誘発される第 1

次波及効果は 145 百万円、そして第 2 次波及効果は 76 百万円と推計された。 

生産誘発額のうち減粗付加価値誘発額は 391 百万円、雇雇用者所得誘発額は 130 百万円

となった。経済波及効果倍率は 1.27 倍となり、就業誘発数は合計で 121 人となった（図 4-

1～図 4-3）。 

 

図 4-1 産業部門別生産誘発額

 

注：四捨五入の関係で総合効果と生産誘発額の内訳は必ずしも合計と一致しない 

注：棒グラフの上の数字は総合効果を表す 
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図 4-2 相互依存の強さによる産業の類型（上位 10 部門） 

 

 

図 4-3 産業部門別就業誘発者数 

 

 

4-2 経済波及効果の考察 

 

まず、産業部門別に生産誘発額をみていく。生産誘発額が最も大きいのは飲食料品部門の

243 百万円で、次いで農林漁業部門の 230 百万円、商業部門の 227 百万円であり、生産誘発

額の多くを県内需要による直接効果が占めている（図 4-1）。飲食料品部門の生産誘発額が

最も大きくなった要因として、道の駅もてぎの休憩施設としての利用に加え、同道の駅の特

色によってご当地商品の購入が促進されたことが考えられる。道の駅もてぎでは、茂木町の

特産品である柚子やいちごやエゴマを同道の駅内の加工所でジャムやドレッシング等に加

工し販売を行っている。また、茂木産のコシヒカリの米粉や卵を使用したバウムクーヘンの

加工・販売も行っている。他にも、道の駅もてぎで販売されているもてぎのゆず塩ら～めん

は、道の駅グルメのナンバーワンを決める道-1 グランプリ 2018 で、グランプリを獲得し 3
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連覇を果たした歴史がある（日本経済新聞, 2018）。上位 3 部門の生産誘発において、農産物

が大きく関わっていると考えられる。なぜなら、同道の駅で加工される特産品や野菜直売所

で販売される商品は、地元農家から全量買い取りを行っているからである。また、ここで扱

われる農産物は、2-1で紹介したように収穫時期が異なる農作物を複数扱っていることから、

気候によって収穫量が変動する農作物特有のリスクによる加工量・販売量の減少を防ぐこ

とが可能であり、比較的安定した生産誘発を地域にもたらすと考えられる。農林漁業・飲食

料品・運輸・郵便・商業以外の部門では、道の駅を通じた県内需要がないため直接効果はな

いが第 1 次波及効果や第 2 次波及効果をもたらしている。対事業所サービス部門では、第 1

次波及効果が大半を占めている。これは、道の駅で販売された商品の生産の中間投入に伴い

誘発された、機械修理・整備や道の駅の管理部門において誘発される生産額であると考えら

れる（付録 A-1）。一方、対個人サービス部門では、第 2 次波及効果のみである。これは、

直接効果及び第 1 次波及効果で誘発された生産によって増加した雇用者所得が家計から支

出され、飲食店や娯楽施設において民間消費支出が増加することによって誘発される生産

額であると考えられる（付録 A-1）。 

小磯（2015）では、経済波及効果を分析した際に単に数字を紹介するのではなく、経済

波及効果が多様な部門まで及んでいることや、特産品や地元資源が十分に活用されていな

いといった現状の課題を指摘しながら具体的な提案を行った。その結果、直接効果をもた

らす部門だけでなく、第 1 次波及効果や第 2 次波及効果の影響を受ける部門の生産活動に

変化が生じたという。つまり、経済波及効果は、地域の様々な産業に向けて数字ととも

に、現状や課題の説明、経済波及効果を高めるための提案を行うことが必要であると言え

る。道の駅もてぎの場合、道の駅を核とした 6 次産業を行っていることから、農産物に関

連した生産誘発がもたらされることは事前に予測することができた。一方、分析の結果、

直接効果が見られない 18 部門まで経済波及効果が及んでいることが明らかとなった。こ

れら 18 部門は、広い意味で道の駅もてぎの関連事業と言える。各部門への経済波及効果

を高めるためにも、道の駅もてぎと連携し特産品や地元資源の活用を推進していくことが

必要となる。また、上位 3 部門における生産誘発効果がどの程度県外へ流出しているかを

表す県外流出率をみると、飲食料品部門は 33.9％、農林漁業部門は 40.3％、商業部門は

25.2％となっている。高い生産誘発効果をもたらしたとしても、その効果が地域外に流出

してしまえば地域内に経済効果が生じない。道の駅での料理提供の際に地元の食材を 1 品

でも多く取り入れたり、特産品を使用した商品を開発したりすることは、商品の購入者の

満足度を高めるだけでなく、同道の駅における需要増加を効率的に地域経済に結びつけ、

多くの産業・雇用を生み出すことに繋がるため、特産品や地元資源の活用は重要であると

言える（小磯, 2015）。 

 次に、影響力係数と感応度係数による他産業との結びつきの強弱をみてみると（表 4-2）、

他の産業に対する需要が増えたときに影響されやすい産業が多いことがわかる。 

経済波及効果に繋がる例として、影響力係数や自給率の大きい産業に着目してイベント



２２ 

 

を設計することが挙げられている。上位 3 部門における、栃木県の自給率は、飲食料品部門

は 15％、農林漁業部門は 33％、商業部門は 53％となっている。ただし、地域の経済波及効

果道の駅へもてぎでは農作物の地元農家からの全量買い取りを行っていることから、茂木

町の飲食料品部門や農林漁業部門の自給率は、栃木県全体の自給率よりも大きくなると予

測される。同道の駅では特産品を使用した食料品の販売が多く見られ、分析により地域への

高い経済波及効果が確認された。さらに今後、茂木町の特産品の 1 つである茂木陶土を使用

した商品を展開していくことによって地域内の窯業・土石製品部門への経済波及効果が期

待される。 

 次に、産業部門別に就業誘発者数をみていく。道の駅もてぎによる就業誘発者数は 122

人となり、農林漁業部門と商業部門による就業誘発者数が全体の 8 割を超える結果となっ

た（図 4-3）。就業誘発係数に基づく県外流出率をみると、最も高いのは、飲食料品部門の

85.3%、次いで農林漁業部門の 66.9%、商業部門の 46.4%となっている。農林漁業部門と商

業部門において、県内で需要が発生しても、それに伴う 74 人の就業者は県外で誘発され

るという結果が示された。県外からの移輸入が多い産業では、県内で需要が発生してもそ

れに伴う就業の多くが県外で誘発される（栃木県庁, 2020b）。 

経済波及効果を高めるためには、需要の増加が重要である（小川, 2014）。現在、茂木町

では少子高齢化の傾向がある。このような状況において、今後地域内における需要が減っ

ていくと予測される。需要を増加させるためにも、積極的な観光戦略を行うことにより、

町内だけでなく外部からの需要を確保することが必要となる。同道の駅の付近には多くの

観光地が存在するため、他の観光地と連携した事業展開が重要となる。他の観光地に向か

う最中や帰宅途中において、観光客に同道の駅へ寄ってもらえるよう道の駅を創るため、

以下 3 点の取り組みを提案する。 

1 つ目は、道の駅もてぎにおいて発行されているポイントカードを利用した集客方法で

ある。現在道の駅もてぎでは、施設内の商品の購入で利用ができるポイントカードを発行

している。同道の駅内の観光案内窓口や FAX にて、もてぎすきだっぺクラブに入会するこ

とでポイントカードが利用可能となる。このカードを提示することにより、道の駅もてぎ

で商品を購入した際に 1%のポイント還元を受けることができる。加えて、300 ポイント毎

に 300 円の商品券と交換が可能である。現在、アイス・十石屋・富次郎・テント販売・

Yahoo ショッピングの利用の際は、ポイントの加算が不可能となっている。そこで、この

カードの発行場所や利用範囲を他イベント会場に道の駅もてぎから出店した店舗でも発

行・利用可能とすることで、ポイントカード利用により商品の購入が促進され、茂木町に

訪れた観光客の需要を獲得することが可能であると考える。また、他観光地のイベント会

場でのポイント還元率を 0.5%にするなどして同道の駅での購入の際と差別化することで、

同道の駅への来場・商品購入を促進することが可能であると考える。さらに、将来的にこ

のポイントカードをアプリ化することで、商品購入者におけるビックデータを収集するこ

とが可能である。これにより、需要を予測することができ、効率よく経済波及効果を高め
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ることが可能となる。 

 2 つ目は、体験型・交流型の要素を取り入れたイベントを開催することである。人々の観

光需要は物見遊山的な観光から、体験型・交流型の要素を取り入れた観光へと変化している

（観光庁, 2010）。茂木町には、特産品の 1 つとして茂木陶土があり、この陶土を使用した陶

芸体験を開催することが集客に繋がると考えられる（たくさんとくさん, 2022）。また、自給

率の高い特産品である茂木陶土を使用することにより、地域内の窯業・土石製品部門への経

済波及効果が期待される。 

 3 つ目は、分析結果を公表することである。産業連関表を用いて経済波及効果分析を行う

ことで、直接効果がなくとも生産が誘発されている部門が明らかとなった。これらの部門に

対し経済波及効果分析の結果を公表することで、道の駅もてぎとの事業提携や、道の駅もて

ぎに関連する生産活動を高めていくモチベーションを持つ可能性があると考えられる。ま

た、県内産の財を調達することの重要さが再認識されると考えられる（小磯, 2019）。 
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5 章 結論 

 

 本章では、本論文の結論を述べる。 

 

5-1 結論 

 

 人口減少が進む地方都市において、消費・経済力の低下により、地方財政の圧迫や安定的

な都市経営が困難になることが予測される。安定的な収入の確保やサービスを提供してい

くためにも、地方都市の強みを活かして自立した都市経営を行い、好循環を確立させる必要

がある。そこで、地方創生の拠点として位置づけられている道の駅事業の推進が重要である

と考える。全国モデルの道の駅は、地域活性化の拠点として特に優れた機能を持続的に発揮

していると認められており、これらの道の駅は特に地域振興や雇用機会の創出などの経済

波及効果が期待できる。全国モデルに認定されている道の駅の経済波及効果を分析するこ

とは、地域政策立案および政策評価の際に有効的であり、地方創生を促進させていく上でも

重要である。 

 本研究では、全国モデルに認定されている道の駅もてぎがもたらす経済波及効果を分析

した。具体的には、茂木町役場の担当者から提供された道の駅もてぎの売り上げデータと産

業連関表を用いて経済波及効果を推計した。 

 分析の結果、道の駅もてぎがもたらす経済波及効果は 906 百万円であることが明らかと

なった。内訳として、直接効果は 685 百万円、第 1 次波及効果は 145 百万円、第二次波及効

果は 76 百万円である。また、道の駅もてぎによる需要増加によって誘発された就業者は 121

人であった。産業部門別生産額に関して、同道の駅を核とした 6 次産業にて扱っている農作

物に関連する生産誘発が大きいことが明らかとなった。一方で、誘発された就業者の 6 割が

県外で誘発されるという結果が示された。 

 本研究から、道の駅もてぎによる需要増加は、農産物に関連した生産誘発を大きくもたら

すことが明らかとなった。このことから、経済波及効果を高めていくためには県外からの移

輸入を減らし、自給率の高い特産品を活用した商品・サービスの展開が求められるといえる。 

 本研究を踏まえて、道の駅もてぎの経済波及効果を高める上での需要を増加させる方法

を提案する。1 つ目は、同道の駅で発行されているポイントカードの利用可能範囲を広げ、

カードを通じて他の観光地と連携することである。他の観光地での購入の際のポイント還

元率を低く設定するなどして差別化を図ることで、道の駅もてぎの集客にも繋がると考え

られる。さらにこのポイントカードをアプリ化することによりビックデータを収集するこ

とが可能となり、効率よく経済波及効果を高めるための有益な情報となり得る。2 つ目は、

体験型・交流型の要素を取り入れたイベントを開催することである。茂木町の特産品である

茂木陶土を活用した陶芸体験を開催することで、現在波及効果が及んでいない部門にも高

い経済波及効果が期待される。3 つ目は、これらの分析結果を地域内の様々な産業に説明し
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ていくことである。自らも道の駅もてぎの需要増加による影響を受けることを知っておく

ことで、今後の生産活動に良い影響を及ぼすと考えられる。 

 本研究の意義は、地方創生事業の促進に寄与するために、全国モデルに認定されている道

の駅もてぎの経済波及効果を明らかにし、同道の駅が他の道の駅の政策評価における指標

となることである。したがって、今後は茂木町産業連関表・地域間産業連関表・地域内産業

連関表を用いて分析を行い結果の精度を上げることで、政策立案・評価の際の効果的な指標

として貢献できると考えられる。本研究では、茂木町ではなく栃木県産業連関表を用いたた

め、推計された経済波及効果は栃木県内にもたらされるものとなっている。道の駅もてぎの

経済波及効果をより正確に推計するためには、茂木町産業連関表を作成した上で分析を行

うことが今後の課題となる。他には、ある地域で発生した新規需要が他地域に波及し、再び

自地域に波及するといった跳ね返り効果を計測することができなかった。跳ね返り効果も

含め経済波及効果を推計するためには、分析の対象を栃木県内の複数の地域における道の

駅へと広げ、地域間産業連関表と地域内産業連関表を用いた経済波及効果分析の結果を比

較することで、経済波及効果の漏出の程度を明らかにすることが課題として残されている。 
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37部門 部門名 

対事業所サービス 

物品賃貸業（貸自動車を除く。） 

産業用機械器具（建設機械器具を除く。）賃貸業 

建設機械器具賃貸業 

電子計算機・同関連機器賃貸業 

事務用機械器具（電算機等を除く。）賃貸業 

スポーツ・娯楽用品・その他の物品賃貸業 

貸自動車業 

広告 

テレビ・ラジオ広告 

新聞・雑誌・その他の広告 

自動車整備 

機械修理 

法務・財務・会計サービス 

土木建築サービス 

労働者派遣サービス 

建物サービス 

警備業 

その他の対事業所サービス 

対個人サービス 

宿泊業 

飲食店 

持ち帰り・配達飲食サービス 

洗濯業 

理容業 

美容業 

浴場業 

その他の洗濯・理容・美容・浴場業 

映画館 

興行場（映画館を除く。）・興行団 

競輪・競馬等の競走場・競技団 

スポーツ施設提供業・公園・遊園地 

遊戯場 

その他の娯楽 



 

 

写真業 

冠婚葬祭業 

個人教授業 

各種修理業（別掲を除く。） 

 

出典：栃木県庁（2020b）を基に筆者が作成 

注：基本分類を表す



 

 

 


